
資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議 

 

参
議
院
財
政
金
融
委
員
会 

令

和

七

年

六

月

五

日 

 

政
府
は
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
、
十
分
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
。 

 

一 

第
二
条
の
二
第
二
号
に
規
定
す
る
資
金
移
動
業
規
制
の
適
用
除
外
を
定
め
る
内
閣
府
令
の
制
定
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
範

囲
を
必
要
か
つ
適
切
な
も
の
と
す
る
た
め
、
違
法
オ
ン
ラ
イ
ン
カ
ジ
ノ
の
利
用
を
通
じ
た
財
産
的
損
失
や
犯
罪
関
与
、
海
外

投
資
詐
欺
等
に
よ
る
詐
欺
被
害
及
び
利
用
者
の
二
重
支
払
い
と
い
っ
た
利
用
者
保
護
上
の
リ
ス
ク
と
民
間
経
済
活
動
へ
の
影

響
を
的
確
に
把
握
す
る
こ
と
等
を
目
的
と
し
た
相
談
窓
口
を
本
法
の
公
布
後
速
や
か
に
設
置
し
、
既
存
の
決
済
サ
ー
ビ
ス
を

提
供
・
利
用
す
る
事
業
者
を
含
め
、
よ
り
多
く
の
関
係
者
か
ら
の
丁
寧
な
意
見
聴
取
に
努
め
る
こ
と
。 

 

二 

一
の
内
閣
府
令
の
制
定
に
当
た
っ
て
は
、
事
業
者
に
過
度
な
不
安
や
混
乱
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
ま
た
、
利

用
者
保
護
の
必
要
性
が
認
め
ら
れ
る
も
の
以
外
が
規
制
対
象
と
な
ら
な
い
よ
う
十
分
に
配
慮
し
、
当
該
内
閣
府
令
に
お
い

て
、
現
時
点
で
想
定
さ
れ
て
い
る
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
マ
ー
が
収
納
代
行
業
者
と
な
る
場
合
等
の
適
用
除
外
の
複
数
類
型
を
明

示
す
る
と
と
も
に
、
当
該
類
型
へ
の
該
当
可
能
性
に
関
す
る
当
局
の
基
本
的
な
考
え
方
に
つ
い
て
、
公
表
又
は
個
別
の
相
談

等
を
通
じ
て
周
知
す
る
こ
と
に
よ
り
、
規
制
の
適
用
範
囲
が
可
能
な
限
り
萎
縮
を
招
か
な
い
明
確
な
も
の
と
な
る
よ
う
努
め

る
こ
と
。
ま
た
、
当
該
資
金
移
動
業
規
制
の
適
用
除
外
の
範
囲
に
つ
い
て
は
、
本
法
の
施
行
後
の
状
況
の
変
化
を
的
確
に
把

握
し
、
必
要
に
応
じ
て
適
切
な
見
直
し
に
努
め
る
こ
と
。 

 

三 

第
二
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
、
違
法
オ
ン
ラ
イ
ン
カ
ジ
ノ
及
び
海
外
投
資
詐
欺
等
に
係
る
収
納
代
行
が
為
替
取
引



に
該
当
す
る
こ
と
が
明
確
化
さ
れ
、
当
該
収
納
代
行
が
法
律
上
の
無
登
録
営
業
と
な
る
こ
と
で
、
こ
れ
ら
の
違
法
行
為
の
取

締
り
環
境
が
変
化
す
る
こ
と
を
受
け
、
政
府
と
し
て
金
融
庁
と
警
察
庁
の
連
携
強
化
及
び
各
種
の
提
供
さ
れ
た
情
報
の
分
析

体
制
の
強
化
を
は
じ
め
と
す
る
、
よ
り
一
層
の
取
締
り
対
策
強
化
を
図
る
こ
と
。 

 

四 

暗
号
資
産
及
び
電
子
決
済
手
段
に
係
る
規
制
に
つ
い
て
は
、
本
法
に
お
い
て
講
じ
ら
れ
た
措
置
の
円
滑
な
運
用
を
図
る
と

と
も
に
、
利
用
者
保
護
や
マ
ネ
ー
・
ロ
ー
ン
ダ
リ
ン
グ
等
の
対
策
を
徹
底
し
つ
つ
、
健
全
な
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
促
す
観
点

か
ら
、
引
き
続
き
検
討
を
行
う
こ
と
。 

 

五 

本
法
に
基
づ
く
制
度
の
運
用
に
当
た
っ
て
は
、
利
用
者
保
護
を
確
保
し
つ
つ
、
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
促
進
す
る
た
め
、
当

局
の
実
効
性
の
あ
る
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
及
び
新
た
に
資
金
移
動
業
に
登
録
申
請
す
る
事
業
者
の
登
録
審
査
が
円
滑
に
実
施
さ
れ

る
よ
う
、
金
融
庁
及
び
財
務
局
に
お
い
て
必
要
な
機
構
・
定
員
を
確
保
し
、
実
効
的
な
態
勢
を
確
立
す
る
よ
う
努
め
る
こ

と
。 

 

右
決
議
す
る
。 


